「特別研修」の主催者について（各主催者は必ずお読みください）
　平成20・21年度日歯生涯研修事業実施要領2頁に記載している「特別研修」（下記に抜粋を記載）は、特定の主催者が開催する研修会（学術大会等）が一定の条件を満たした上で、日本歯科医師会へ事前に届出があったものについて受講研修会の登録が可能となる研修です。
「特別研修」を開催できる主催者は、①都道府県歯科医師会、②各地区歯科医師会、③日本歯科医学会、④日本歯科医学会専門分科会、⑤日本歯科医学会認定分科会、⑥歯科大学および大学歯学部、⑦歯科大学および大学歯学部同窓会(校友会)、⑧その他、日本歯科医師会が認めた特別研修　のみです。
　現在、各主催者が受講研修会の登録をする際、誤って「特別研修」の研修コード（9で始まる4ケタ数字）を選択しているケースが散見されます。また、「特別研修」により取得できる単位数は一律10単位であり、現時点では修了基準の対象ではありません。

　誤って「特別研修」の研修コードで受講研修会を登録し、受講者のICカードで読み取ったデータを送信した場合は、システム内で一律10単位（修了基準の対象外）に変換されることとなります。

つきましては、各主催者が受講研修会の登録をする際は、上記の点にご留意いただき誤った登録がないようよろしくお願い申し上げます。なお、既に誤って「特別研修」の研修コードで登録した場合でも、当該研修会開催前であれば、「受講研修会情報の管理」メニューで「研修コード」と「単位数」を修正できますのでよろしくお願いいたします。
記
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次の研修会主催者が開催する学術大会に参加(出席)した場合には、特別研修として10単位が取得できる。なお、特別研修の単位は、受講研修登録用ICカードによってのみ登録できるものとする。また当分の間、特別研修の取得単位は一般の研修 (教材研修・受講研修・能動的研修) 単位には加算しないものとし、修了基準の対象にはならない。

特別研修コードは（生涯研修ガイダンスに基づく研修コードとは別に設定した４ケタのコード）研修会主催者ごとにお知らせする予定としている。

	区分
	研修会主催者

	１
	都道府県歯科医師会

	２
	各地区歯科医師会

	３
	日本歯科医学会

	４
	日本歯科医学会専門分科会

	５
	日本歯科医学会認定分科会

	６
	歯科大学および大学歯学部

	７
	歯科大学および大学歯学部同窓会(校友会) 

	８
	その他、日本歯科医師会が認めた特別研修


【学術大会の定義】

① 会期が午前・午後に亘る等、１日以上の大会

② 演題が１０題以上設定されている大会

③ 開催３ヵ月前までに日本歯科医師会に届け出（書式問わず）があった大会

「特別研修」の条件を了承し、かつ上記定義①②③を満たした研修会主催者は、研修会主催者ごとにお知らせする「特別研修コード（４ケタ）」を利用して「Ｅシステム」で受講研修会を登録する。
